
杉並区選挙管理委員会告示第１１号 

 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２第６項に

より準用される第３９条及び第４０条第１項の規定により、令和８

年６月２８日執行の杉並区長選挙及び杉並区議会議員補欠選挙にお

ける期日前投票所を下記のとおり定める。 

 

 令和８年６月２１日 

 

                杉並区選挙管理委員会 

 

記 

 

 

１ 期日前投票所の建物名称及び所在地並びに当該期日前投票所を

設ける期間及び時間 

 

   別紙のとおり 

 

 



期日前投票所の告示 令和８年６月２８日執行　杉並区長選挙・杉並区議会議員補欠選挙

建物名称（施設・集会室名） 所在地 設ける期間及び時間

杉並区役所 第４会議室 杉並区阿佐谷南１丁目１５番１号 令和８年６月２２日から令和８年６月２７日　午前８時３０分から午後８時まで

阿佐谷地域区民センター 第４・５集会室 杉並区阿佐谷北１丁目１番１号 令和８年６月２２日から令和８年６月２７日　午前８時３０分から午後８時まで

井草地域区民センター 第１・２集会室 杉並区下井草５丁目７番２２号 令和８年６月２２日から令和８年６月２７日　午前８時３０分から午後８時まで

永福和泉地域区民センター 第２・３集会室 杉並区和泉３丁目８番１８号 令和８年６月２２日から令和８年６月２７日　午前８時３０分から午後８時まで

中央図書館 ホール 杉並区荻窪３丁目４０番２３号 令和８年６月２２日から令和８年６月２７日　午前８時３０分から午後８時まで

和田区民集会所 第２・３集会室 杉並区和田２丁目３１番２１号 令和８年６月２２日から令和８年６月２７日　午前８時３０分から午後８時まで

高井戸地域区民センター 第１・２集会室 杉並区高井戸東３丁目７番５号 令和８年６月２２日から令和８年６月２７日　午前８時３０分から午後８時まで

西荻地域区民センター 第３・４集会室 杉並区桃井４丁目３番２号 令和８年６月２２日から令和８年６月２７日　午前８時３０分から午後８時まで

西荻南区民集会所 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ室 杉並区西荻北１丁目９番５号 令和８年６月２２日から令和８年６月２７日　午前８時３０分から午後８時まで

旧天沼区民集会所 共用会議室 杉並区天沼３丁目１９番１６号 令和８年６月２２日から令和８年６月２７日　午前８時３０分から午後８時まで

コミュニティふらっと方南 第１・２集会室 杉並区方南１丁目２７番８号 令和８年６月２２日から令和８年６月２７日　午前８時３０分から午後８時まで

久我山会館 ホール 杉並区久我山３丁目２３番２０号 令和８年６月２２日から令和８年６月２７日　午前８時３０分から午後８時まで

浜田山会館 第１・２集会室 杉並区浜田山１丁目３６番３号 令和８年６月２２日から令和８年６月２７日　午前８時３０分から午後８時まで

高円寺北区民集会所 第１・２集会室 杉並区高円寺北３丁目２５番９号 令和８年６月２２日から令和８年６月２７日　午前８時３０分から午後８時まで

高円寺地域区民センター 第９・１０集会室 杉並区梅里１丁目２２番３２号 令和８年６月２２日から令和８年６月２７日　午前８時３０分から午後８時まで


